
変更箇所詳細
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

Ⅰ関連情報
４．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

・番号法第１９条第７号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で
定める事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第7号）（以下、別表第二省令）
（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「介護保険給付等関係情
報」が含まれる項（１、２、３、４、６、２６、３０、３３、３９、４２、５６の２、５８、６１、６２、８０、
８７、９０、９４、１０９、１１７の項）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「介護保険法第百三十六条
第一項（同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。）、第百三十八条第一項又は第百四十
一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報」が含まれる項（４６、８３、９５の
項）
（別表第二省令における情報提供の根拠）
：第２条第５号ハ、第３条第１号、第５号ハ、第６条第１号、第４号４ロ、第１９条第１号ヨ、第２号、第３号、
第４号、第５号、第２５条第３号ハ、第３０条第８号、第３２条第１号ハ、第２号ハ、第３号、第３３条第５号、
第４３条第３号ハ、第４４条第１号ヨ、第２号、第３号、第４号、第５号、第４７条第１号、第６号ニ、第８号
ロ、第９号ロ
（別表第二における情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「介護保険法による保険給付の支給
又は地域支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（９３の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「介護保険法による保険給付の支
給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる
項（９４の項）
（別表第二省令における情報提供の根拠）
：第４６条、第４７条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第２条及び第
９条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第２
条第３１項

・法第十九条第八号省令
・第２条の表
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第7号）（以下、別表第二省令）

（情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「介護保険給付等関係情報」が含
まれる項（２、３、７、１１、１５、４２、５６、６５、６９、８０、８３、８６、８７、１０８、１１５、１２
５、１２８、１３２、１４４、１６１の項）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「介護保険法第百三十六条第一項
（同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。）、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定に
より通知することとされている事項に関する情報」が含まれる項（４６、８３、９５の項）
・法第十九条第八号省令第４条、第５条、第９条、第１３条、第１７条、第４４条、第５８条、第６７条、第７１
条、第８２条、第８５条、第８８条、第８９条、第１１０条、第１１７条、第１２７条、第１３０条、第１３４
条、第１４６条、第１６３条

（情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「介護保険法による保険給付の支給又は地
域支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（１３１の項）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「介護保険法による保険給付の支給、地域
支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（１３２の項）
 
（情報提供の根拠）
・法第十九条第八号省令第１３３条、第１３４条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第２条及び第９条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第２条第３１項

令和7年12月1日


